
 令和元年８月２７日 

報 道 資 料 
   

 

 

 

 

 

 

 

もっと良くなる奈良県市町村応援補助金の交付決定について（第１次） 

 

 

 本県では、消費税率の引き上げに伴い懸念される消費抑制による地域活力の低下

を防ぐため、市町村等が取り組む地域の消費喚起に繋がる事業に要する経費につい

て、「もっと良くなる奈良県市町村応援補助金」として支援することとしています。

このたび、第１次（当初予算分）として別紙のとおり交付決定しましたので、お知

らせします。 

 

記 

 

１．交付決定事業（第１次） 

３４団体９５事業の応募に対して、１９団体２５事業について、交付決定する

こととしました。 

残りの応募分については審査のうえ、第２次（６月補正予算分）として９月頃

に交付決定をする予定です。 

 

２．補助金の概要 

（１）補助対象者 

市町村、広域連合、一部事務組合、 

協議会（地方自治法第２５２条の２の２に規定する協議会に限る。） 

 （２）補助対象事業 

市町村等が実施する消費税率引き上げ後の地域における消費の喚起に 

繋がる事業 

    （ソフト及びハード事業。消費喚起効果が客観的に認められるもの） 

（３）補助率 

２／３以内（１団体あたり３千万円を限度とする） 
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